
第４回
自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計
の確立に関する関係閣僚会議
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これまでの経緯／第四回会議の議題

10月9日 「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係
閣僚会議」設置

10月25日 第1回「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関す
る関係閣僚会議」開催
➢ 自衛官の処遇等をめぐる現状と課題について議論
➢ 総理より、副議長たる防衛大臣を中心に、関係省庁が連携して取り組むべ
き方策の方向性と、令和７年度予算に計上すべき項目を年内に取りまとめ
るよう指示

11月8日 第2回「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関す
る関係閣僚会議」開催
➢ 年内に取りまとめる文書の策定に向け、検討の方向性について議論

11月26日 第3回「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関す
る関係閣僚会議」開催
➢ ①任期制士確保のための方策、②再就職先の拡充、③公的資格の取得の促
進のテーマに絞って議論

本日の会議では、今後取り組むべき具体的な方策として「自衛官の処遇・勤務環境の
改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」をとりまとめる
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自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針

⚫ 戦後最も厳しい安全保障環境に対応した防衛力の抜本的強化のためには、自衛官の
確保が至上命題

⚫ 自衛官の定員割れが続く中、防衛省・自衛隊として強い危機感を持ち、個々人のや
りがいと働きやすさを大切にし、働きがいを向上させる組織にしていく必要

⚫ それでも、自衛官は身をもって我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという
特殊性から、様々な負担や制約から逃れることはできない

⚫ そのため、こうした特殊性が適切に評価され、自衛官が誇りと名誉を感じることが
できる処遇を確立していくことが重要

⚫ さらに、多くの自衛官が56歳で退職する中、再就職や再就職後の再就職・収入に不
安を感じさせないようにすることが自衛官の確保にとっても重要な課題

⚫ これらを踏まえ、関係閣僚が高い頻度で活発な議論を行った上で、「自衛官の処
遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」として、
１ 処遇改善
２ 生活・勤務環境の改善
３ 新たな生涯設計の確立
４ その他
の具体的な方策を進めていくことを決定

⚫ 今後、令和７年度予算案にも反映するとともに、法律・制度改正が必要なものにつ
いては速やかに検討

⚫ また、自衛官の採用、中途退職抑制、充足率向上等にいかに寄与しているかという
観点から、令和７年中に効果の検証を行い、以後年に１回フォローアップを実施



⚫ 我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、防衛力の抜本的強化を真に実現するためには、

優れた自衛官を安定的に確保する必要

⚫ このため、自衛官が誇りと名誉を得ることができるような、令和の時代に相応しい処遇を確立する必要

⚫ 上記を踏まえ、過去に例のない30を超える手当等の新設・金額の引上げ等を講ずる（手当等新設８、金額

の引上げ等25）

１ 自衛官の処遇改善

⚫ 自衛官の任務や勤務環境の特殊性に見合った給与
とするため、現在実施している勤務実態調査の結果
や、公平性・公正性を確保するための部外の専門家
の意見を踏まえ、自衛官の俸給表を令和10年度に改
定

⚫ 自衛官の中でも特殊な業務に従事する者に対して、
手当を充実

• 航空管制官に支給する手当（例：１尉：月額約2万9千円）、航空機

整備員に支給する手当（日額1,200円）、主要な野外演習等に従事する

隊員に支給する手当（日額1,400円）の新設

• 航空手当（例：戦闘機パイロットの1尉：月額2万9千円増の約26万5

千円）、災害派遣等手当（日額540円増の2,160円）の引上げ、特殊作

戦隊員手当等の支給範囲の拡大（陸海空自衛隊のサイバー専門部隊等）

①給与面の処遇改善

⚫ 予備自衛官等に支給する手当を引き上げる（予備
自手当：月額8千円増の約1万2千円）とともに、勤
続報奨金を拡充（即応予備自：現行より9万5千円増
の21万5千円、予備自：新たに7万円を支給）

⚫ 予備自衛官等本人が事業主等である場合の支援や、
令和8年度中に国家公務員又は地方公務員が予備自
衛官等の職を兼ねる場合においても訓練に参加しや
すくするための制度を整備

③予備自衛官等の処遇改善

⚫ 特に採用が厳しい士の確保に向け、

• 新たな任期制士を創設し、令和8年度より自衛官候補
生制度を廃止

• 一般曹候補生又は自衛官候補生で入隊する者に不慣れ
な営舎内生活等に対する給付金（指定場所生活調整金
（仮称））を新設（採用後6年間で120万円）

• 新たな任期制士の創設までの措置として、自衛官任用

一時金の引上げ（現行より約12万円増の約34万円）

• 進学支援給付金の拡充（任期満了後、在学期間中に即
応予備自に任官した場合：現行より年額約24万5千円増
の約53万6千円）や「自衛隊新卒」としての援護広報等
の強化

⚫ 自衛隊奨学生制度の更なる拡充（学資金：現行
より年額31万2千円増の96万円に引上げ）など、
幅広い層から優秀な人材確保を推進するための施
策を推進

②士の確保等

⚫ 自衛官に対する叙勲等の栄典は、長年にわたり
任務に精励した功績をたたえ、誇りと名誉、国民
からの尊敬を得るうえでも重要であり、令和7年
度中にこれまで生存者叙勲の受章機会のなかった
者へも範囲を拡大

④功績に相応しい叙勲等
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２ 生活・勤務環境の改善

⚫ 自衛隊という組織全体のパフォーマンス向上には、やりがいと働きやすさの双方を向上し、自衛官一人ひと

りが働きがいを感じられる環境を構築していくことが不可欠

⚫ 一般社会の変化や将来の戦い方を見据え、若い世代のライフスタイルに合った生活・勤務環境を構築すると

ともに、自衛隊の組織文化そのものについても改革を進めていく

⚫ 現代に相応しいリーダーシップを身につけた自
衛官を養成

⚫ 心理的安全性やエンゲージメントの高い組織作
りを推進

①組織文化の改革

⚫ 私生活との両立の観点から、営舎内居室の個室
化をスピード感をもって計画的に進め、早期完了。
営舎外に居住できる者の範囲の見直し

②営舎内居室の個室化等

⚫ 駐屯地・基地等の厚生棟及び生活隊舎の共用区画
等における無線LAN環境の拡充

⚫ 令和9年度までに主要艦艇において、商用低軌道
衛星通信網を活用し、インターネットの閲覧等を可
能とする通信環境を構築

⑤通信環境の整備の推進

⚫ バスのチャーター便やカーシェアリングを拡充

⑥公共交通機関が少ない基地等アクセス改善

⚫ 新型艦の居住区の魅力化や乗員待機所の拡充

③艦艇乗組員の生活・勤務環境の改善

⚫ 宿舎の改修やPFIによる建替え等をスピード感
をもって計画的に推進

⚫ 住宅設備の充実及び生活の利便性と即応性との
調和に留意した取組を推進

④宿舎環境の改善

⚫ 託児事業の充実など、育児・介護との両立に不安
を抱くことなく任務に専念できる環境を整備

⚫ 女性用区画、女性用トイレ・浴場等の整備をス
ピード感をもって計画的に推進

⑦仕事と育児・介護の両立、女性活躍推進

⚫ 被服等の整備・更新、定数の増加、仕様の改善

⚫ 糧食の魅力化、物価上昇に係る経費の適切な反映

⚫ 隊員の健康状態把握のための器材整備など健康管
理体制の充実

⑧被服・糧食及び健康管理体制の充実
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３ 新たな生涯設計の確立
⚫ 若年定年制で多くの自衛官が56歳で退職する中、再就職や再就職後の再就職・収入に不安を感じさせないよ

うにすることが自衛官の確保にとっても重要な課題
⚫ 一般職公務員の60歳から65歳までの給与水準は、60歳時の約7割の水準に設定されているところ、一般職

公務員よりも若年で退職する自衛官の退職後の収入を確保し、引き上げ、自衛官が安んじて国防の任務に精
励することができる、これまで以上に充実した生涯設計の確立が必要

⚫ 再就職支援の拡充、定年引上げ、若年定年退職者給付金の給付水準の引上げ等をあわせて検討していく必要

⚫ 円滑な再就職や再就職賃金の充実などを実現すべく、関係省庁と防衛省が連携して幅広い業界や経済団体
に働きかけを行い、退職自衛官の再就職先を拡充

⚫ 警察、消防、海上保安等様々な公的部門における退職自衛官の活用推進

⚫ 地方公共団体の防災・危機管理部門における退職自衛官の採用の拡大、安定的な雇用と処遇の確保に向け、
地域防災マネージャー制度について、財政措置を含め、その在り方について検討

⚫ 再就職に向けた職業訓練の充実

⚫ 自衛官のキャリアパスを紹介する動画の作成等、再就職先拡充のための広報強化

⚫ 海技士や航空整備士等の公的資格を取得しやすくするためのプロセスの簡素化

⚫ 令和8年度中に若年定年制自衛官が離職する際に実施している再就職の援助について、一定の要件の下、
65歳に至るまで、国がこれを援助するための制度を整備

①知識・技能・経験を活かした再就職先の拡充等

⚫ 再就職先の拡充及び再就職賃金の充実などを図
りつつ、部外の専門家の意見を踏まえ、令和8年度
から施行することを目指し、若年定年退職者給付
金の給付水準の引上げを検討

②若年定年退職後の国からの給付水準

⚫ 自衛官の担うべき業務の整理を引き続き検討す
るとともに、退職自衛官を中心とする法人・団体
への業務の委託などを含む、部外力としての退職
自衛官の活用の在り方について検討

③退職自衛官の部外力としての活用
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⚫ 65歳までの再就職支援や若年定年退職者給付金の給付水準の引上げとあわせて、令和10年度以降、一般
隊員の定年を2歳程度引き上げること及び60歳定年職域を拡大することに向けた検討の実施

⚫ 令和7年度中に自衛官の再任用の対象を定年退職後に自衛官としての勤務から一旦離れた者にも拡大



４ その他

⚫ １～３のほか、自衛官として質の高い人材を確保するための取組や、自衛官の貢献に対する国民の幅広い理

解を得るための取組等を強化

⚫ また、基本方針に記載の具体的方策を継続的に推進するための体制を整備

⚫ 防衛省としては、総務省と連携し、募集対象者情
報を有するすべての市区町村から電子データ又は紙
媒体の提供が得られることを目指すとともに、自衛
官の確保の重要性に対する地方公共団体の理解を促
進し、連携を強化

①募集に関する地方公共団体との連携

⚫ 募集対象者である若年層に対して、基本方針に定
められた各方策の内容を含め、一層効果的に自衛隊
の魅力を届けていけるよう、SNS等の募集広報の
デジタル化・オンライン化を更に推進し、地方協力
本部の人的・物的な体制を充実

⚫ 既卒者等に対する募集のアプローチを強化するた
め、本年11月にハローワークの活用を開始。引き
続き積極的に推進。

②自衛官等の採用推進のための広報・募集強化

⚫ 自衛隊に対し、国民から多くの期待が寄せられ
る中、自衛隊がその能力を最大限に発揮し任務を
遂行するためには、国民の支持と信頼を勝ち得る
ことが必要不可欠

⚫ コンプライアンス機能や監査機能等を継続的に
強化し、自衛隊と個々の隊員が、常に高い使命感
と倫理観をもって任務に当たることを確保

③コンプライアンス機能・監査機能の強化

⚫ 基本方針に記載の具体的方策を継続的に推進す
るとともに、防衛省・自衛隊における人的基盤の
強化を図る観点から、令和7年度に防衛省人事教
育局に人的基盤の強化を担う室を設置し、省内に
おける検討体制を充実

⑤人的基盤の強化を担う室の設置
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⚫ 防衛省・自衛隊の有する知見・経験を活かし、
関係機関等における各種講座への講師派遣等を通
じて、防衛・安全保障や災害対応といった自衛隊
の活動に対する国民の理解を促進

④防衛・安全保障等に関する理解促進


